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神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進協議会参加団体 御中 

 

                  神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進協議会 

                                会 長  黒岩 祐治 

 

 

住宅を狙った侵入犯罪及びひったくりに対する広報への協力について（依頼） 

 

本県の安全・安心まちづくりの推進にあたり、日頃から格別の御協力をいただき、厚く御礼申し

上げます。 

先般、首都圏において、犯罪実行者募集情報に応募し秘匿性の高いメッセージアプリで指示を受

けたと思われる複数人が住宅に押し入り、家人を緊縛あるいは怪我を負わせて金品を奪い取る極め

て残忍な事件が発生しておりますが、その後も県内において、バール等の工具を用いて住宅に侵入

する事件が発生するなど、治安の根幹を脅かす状況が続いています。 

他方、高齢者等を狙ったひったくり事件も県内において散見されるところです。 

県警察では、連続強盗事件等を受けた緊急対策として深夜帯における住宅地域の警戒をするなど、 

犯罪の抑止及び県民の安心感の醸成に努めているところです。 

つきましては、県警察から当推進協議会に対して、参加団体を通じた被害防止対策の周知の依頼

がありましたので、可能な範囲において貴団体内の皆様へ添付したデータを提供し、デジタルサイ

ネージやホームページ等を活用した広報啓発活動を行うなど、被害防止に向けた対策への御協力を

お願い致します。 

 

 

添付データ①：住宅強盗チラシ 

添付データ②：ひったくりチラシ 

 

 

 

問合せ先 

 推進協議会事務局 

(神奈川県くらし安全交通課企画グループ) 

企画グループ 梅津・本橋・中原 

                     電 話 045-210-1111(内線3556) 

                     ＦＡＸ 045-210-8953 

E-mail:fm0222.iy7@pref.kanagawa.lg.jp 



ここも
注目！

神奈川県警察

神奈川県警からのお知らせ

「防犯カメラ」や
「防犯性能の高い建物部品」で

被害を未然防止！！

神奈川県警 防犯カメラの設置を考えている方へ検索

～みんなでつくろう安全・安心なまち～

神奈川県警は防犯カメラの設置を促進しています

県内における住宅への侵入犯罪は
「ガラス破り」と「無締り」の被害
が約８割を占めるんだね！
まずは、しっかり施錠をする。
そして、窓ガラスなどに防犯性能

の高い建物部品（ＣＰ部品）を活用
していくことが有効だね！

・在宅時でも必ず施錠
・来訪者はドアスコープで確認
・出かける前、就寝前には戸締りを再確認する
・上階でもベランダ等から侵入されるので油断しない
・防犯カメラを設置する
・ドアや窓ガラスに補助錠を付ける
・窓ガラスに、防犯フィルムや防犯ガラスを使用する 警察庁ＨＰ
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